
入 札 説 明 書 

 
    １．物件名及び数量  関東森林管理局庁舎守衛・夜間警備業務 
 
    ２．入札公告日    令和８年２月１９日 
 
    ３．入札執行日及び締切等 
              令和８年３月１１日（水）（１０：００締切・開札） 
                          ※紙入札を行う者は、９時５５分までに入札会場へ集合して

下さい。 
 
    ４．会   場     関東森林管理局 ２階 小会議室 
 
    ５．そ の 他      契約期間  自 令和８年４月１日 
                                      至 令和９年３月３１日 
 
             （１）  関東森林管理局署等競争契約入札心得 
                          （ホームページからダウンロードし熟知すること。） 
 
              （２）   契約書（案） 
 
                （３）  仕様書 
 
         （４）  入札書 
 
         （５）  委任状作成例 
                           
  ※入札公告のとおり、下記証明書等を令和８年３月９日（月）午後４：００までに関東

森林管理局経理課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。 
 
 【証明書等】   １．全省庁統一資格の資格審査結果通知書（写し） 
         ２．本契約の守衛及び夜間警備業務に従事（常駐）させる守衛・警備

員の施設警備２級以上の検定資格の写し又は実務経験（３年以上）

の証明 
                  ３．本社、支社又は営業所が群馬県内に所在すること及び会社の業務

内容を確認できる書面 



契  約  書（案） 

 

 

 １ 委託業務名    関東森林管理局庁舎守衛・夜間警備業務 

 

 ２ 業 務 場 所    関東森林管理局庁舎及び構内 

 

 ３ 委 託 費    ￥- 

          （うち消費税及び地方消費税の額 ￥-    ） 

    

            （月額 ￥-      ）   

                           

 ４ 契 約 期 間    自 令和８年 ４月 １日 

            至 令和９年 ３月３１日 

 

 

 

  上記のとおり委託契約することについて、支出負担行為担当官 関東森林管理局長

松村 孝典を甲とし、                     を乙として、下記

条項により契約を締結し、その証として本書２通を作成し双方記名押印のうえ各自１

通を保有する。 

 

     令和８年４月１日 

 

    （甲） 住所  群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号 

            支出負担行為担当官 

        氏名  関東森林管理局長 松村 孝典 

 

 

    （乙） 住所   

             

        氏名  

 



 

条       項 

 （総則） 

 第１条 乙は、別紙１守衛業務仕様書及び別紙２夜間警備仕様書に基づき庁舎及び構

  内の守衛・警備業務を行うものとする。 

 

２ 乙は、守衛業務仕様書及び夜間警備仕様書に明示されていないことで疑義を生じ

たときは、甲の指定する職員の指示を受けるものとする。 

 

（守衛・警備員の届出） 

第２条 乙は、この守衛・警備業務に従事する守衛・警備員の住所、氏名、年令、略

 歴を書面をもって甲に届け出るものとする。また、守衛・警備員を変更した場合も

 同様とする。 

 

（守衛・警備員に対する異議） 

第３条 甲は、守衛・警備業務の実施上著しく不適当と認められるときは、その事由

 を明示して乙にその者の交替を要求することができる。 

 

 ２ 乙は、前項の要求があったときはこれに応ずるものとする。 

 

（施設等の使用） 

第４条 甲は、次にかかげる施設等を乙に無料で使用させるものとする。ただし、打

 刻機の設置及び修理に係る費用は乙の負担とする。 

（１） 守衛室及び宿直室並びにこれ等に付随する一切の器具等。 

（２） 守衛・警備業務上必要と認められる電話の使用料及び光熱水量。 

 

（身元保証等） 

第５条 乙は、守衛・警備員の身元保証及び規律の保持並びに衛生の管理に関し、一

 切の責を負うものとする。 

 

（機密の保持） 

第６条 乙は、職務上知り得た甲の機密事項を他に漏らしてはならない。 

 

 



（管理の責任） 

第７条 乙は、庁舎及び甲の機械器具その他の物品を汚損し、き損し又は亡失しない 

よう十分な管理を行うものとする。 

 

２ 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害を生じたときは，乙の負担におい

て修復をなし又は弁償金として、甲の認定する金額を甲の指定する期限内に甲に納

付するものとする。 

 

（検査） 

第８条 乙は、第１条第１項の守衛・警備業務を終了したときは、毎日（休日等の場

 合はその翌日）守衛・警備日誌を提出して、甲の指定する職員の検査を受けるもの

 とする。 

 

（契約解除等の委託費） 

第９条 甲が、契約期間中に契約を解除した場合の委託費は、日割計算により契約履 

行のあった期間に相当する額とする。 

 

２ 甲が契約期間中に契約の一部を変更した場合の委託費は、甲、乙協議のうえ定め

るものとする。 

 

（委託費の支払い） 

第10条 乙は、毎月１回所定の手続により、前月分の検査に合格した１か月当たりの 

委託費の支払いを甲に請求することができる。 

 

２ 甲は、第１項の支払請求書を受理したときは、その日から30日以内（以下、「約

  定期間」という。）に乙に支払うものとする。 

 

３ 甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の

日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2５年法律第25

6号)第８条第１項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息

を乙に支払うものとする。 

 

（委託費の更改） 

第11条 甲は、経済事情の変動もしくは止むを得ない事情があると認めたときは、乙 



と協議のうえ委託費を更改できるものとする。 

 

（契約不履行による違約金） 

第12条 乙は、自己の責に帰する事由により、第１条第１項の守衛・警備業務を怠っ

た日があるときは、１日につき１カ月当たり委託費の10分の１に相当する金額を違

約金として、甲の指定する期限内に甲に納付するものとする。 

 

（業務の履行責任） 

第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないときは（以下「契約不適合」という。）、甲は、乙に対し業務の目的

物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完（以下単に「履行

の追完」という。）を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに

損害の賠償を請求することができる。 

 

２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告

をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 

（２） 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追

完をしないでその時期を経過したとき。 

（４） 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

 

３ 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通

知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の

請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。 

 

４ 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大

な過失によって知らなかったときは、適用しない。 

 

５ 第３項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請



求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わ

なければならない。 

 

（甲の催告による解除権） 

第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除

することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその

契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

（１） 乙が、契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認めら

れるとき。 

（２） 契約の履行について、乙の業務遂行が著しく不誠実と認められ、又は乙が契 

約を誠実に履行する意思がないと甲が認めたとき。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をするこ

とができる。 

（１） 第６条の規定に違反したとき。 

（２） 債務の全部の履行が不能であるとき。 

（３） 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（４） 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

（５） 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

（６） 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

（７） 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。 

 

２ 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解

除をすることができる。 

（１） 債務の一部の履行が不能であるとき。 

（２） 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 



 

（甲の責めに帰すべき事由による場合） 

第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前

２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（甲の任意解除権） 

第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の

都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

 

（乙の催告による解除権） 

第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することが

できる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

 

 

（乙の催告によらない解除権） 

第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

（１） 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金 

額の３分の１以下に減少したとき。 

（２） 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能と 

なったとき。 

 

（乙の責めに帰すべき事由による場合） 

第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであると

きは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。 



 

（違約金） 

第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は

乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができ

る。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 

（１） 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成1

５年法律第154号）の規定により選任された管財人 

（３） 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

 

（延滞金） 

第23条 乙は、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定す 

る期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

債務額に対し年利３％の割合で計算した金額を遅延金として併せて甲に納付する

ものとする。ただし、遅延金の額が 100円未満のとき、又は100円未満の端数につい

てはこの限りでない。 

 

（債権債務の相殺） 

第24条 乙が、甲に支払うべき債務が生じたときは、甲は委託費と相殺することがで 

きるものとする。 

 

（権利義務の譲渡） 

第25条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡し 

又は継承させてはならない。 

 

（契約外の事項） 

第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるも 

のとする。 

 

（紛争の解決） 

第27条 この契約について紛争が生じたときは、甲、乙協議して定める第三者機関の 



調停により解決するものとする。 

 

 （談合等の不正行為に係る解除） 

 第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要

せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 

 （１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条

又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の

３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行

ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴

金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

  (２） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人

を含む。）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁

止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴

を提起されたとき。 

 

  ２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速や

かに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

 （談合等の不正行為に係る違約金） 

 第29条  乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を

違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 （１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

 （２） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同

法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納

付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

 （３） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

  （４） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人

を含む。）に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若



しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

 

 ２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、

前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 （１） 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１

項の規定の適用があるとき。 

 （２） 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は

乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀

者であることが明らかになったとき。 

 （３） 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出

しているとき。 

 

 ３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

 

  ４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

 

  （特約事項） 

       別紙のとおり 



別紙 

 

暴力団排除に関する特約条項 

 

 （属性要件に基づく契約解除） 

第１条 甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が

次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する

ことができる。 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

 （行為要件に基づく契約解除） 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1) 暴力的な要求行為 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

 (5) その他前各号に準ずる行為 



 

 （表明確約） 

第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を

再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受

任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に

関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確

約する。 

 

 （再請負契約等に関する契約解除） 

第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）

との契約を解除させるようにしなければならない。 

 

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負

人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負

人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と

の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

 （損害賠償） 

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、

速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力

を行うものとする。 



別 紙 １ 

 

守 衛 業 務 仕 様 書 

 

１ 守衛業務は、次の定めによるものとする。 

 （１） 守衛は、通常守衛室で外来者の応対及び郵便物等の受領を行うこと。 

 （２） 守衛は、来客状況等を勘案し、必要に応じて庁舎及び構内を巡回して、次の事

項等について確認等を行うこと。 

    ア）庁舎内外の不審物、不自然物の確認及び経理課長等への報告。 

    イ）庁舎内外の無届掲示物、不自然な掲示物等の確認及び経理課長等への報告。 

    ウ）駐車場内の車両の監視。 

 （３） 庁舎内の照明器具の点検、交換及び簡易な修繕等を行うこと。 

 （４） 冬期間における簡易な除雪及び砂等の散布並びに、ペレットストーブの清掃点

検、燃料補給を行うこと。 

 （５）庁舎及び構内を巡回中に落葉等を確認した時は清掃を行うこと。 

 （６）その他必要に応じ、経理課長等の指示する庁舎に付随した業務を行うこと。 

 

２ 守衛は、一定の服装をなし乙の従業員であることを明確にするとともに、丁重な言語

及び態度をもって親切、公平に相手方に接するものとする。 

 

３ 守衛業務上で異状な事態が発生したときは、直ちに経理課長等へ連絡することとする。 

 

４ 守衛の勤務時間は、午前８時１５分から午後５時１５分までとする。  

    勤務時間の内訳は、実働８時間、休憩（１２：００～１３：００）１時間とする。 

 

５ 作業日は、開庁日の毎日と休日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始等）とする。 

 

６ 休日の庁舎及び構内の巡回点検には巡回時計を携帯し、巡回確認箇所において打刻す

るものとする。 



 

  なお、巡回確認箇所、巡回時間及び巡回経路は、別表２（休日）によることとし、次

 の点に留意するものとする。 

  ただし、森林管理局長の指定する職員から、別段の指示があったときは、その指示に

 よるものとする。 

 

（１） 庁舎内全室（共用部含む）の戸締り及び窓の施錠、金庫、机、ロッカー等

   の異常の有無の点検。 

（２） 湯沸場、焼却場、ストーブ、電気、ガス等異常の有無の点検。 

（３） 不必要な点灯、放水、放置灰皿等の有無の点検。 

（４） 構内の不審車両、不審人物、不審物、異常箇所の有無の点検。 

（５） その他異常の有無の点検。 

 （６） 巡回中に施錠、器具等の破損及び異常を発見したときはその処置を行い、

    守衛・ 警備日誌に記載して報告するものとする。 

   ただし、異常が重大と認めたときは、第３号を準用する。 

 （７） 郵便物等が配達されたときは、書留郵便にあっては書留接受簿に記入のう

え保管し、翌朝守衛に引継ぐものとする。 

 （８） その他警備に付帯する業務について不明確と認められる業務については、

    森林管理局長の指定する職員の指示を受けるものとする。 

 （９） 森林管理局長の指定する職員は、経理課長補佐とする。 



別紙２ 

 

夜 間 警 備 仕 様 書 

 

１ 夜間警備業務は、次の定めによるものとする。 

（１） 盗難、火災、不正行為等の防止及び予防。 

（２） 定められた門扉の開閉及び鍵の管理。 

（３） 庁舎及び構内の巡回並びに点検。 

（４） 来庁者の受付及び案内。 

（５） 郵便物、小包、新聞等の受領業務。 

（６） その他警備に付帯する業務。 

 

２ 警備員は、一定の服装により、正しく丁重な言語及び態度をもって、親切、公平 

に相手方に接するものとする。 

 

３ 警備員は、毎日１名とする。 

 警備員の勤務場所は、宿直室及び守衛室とし、一勤務は、午後５時００分から翌

日の午前８時３０分までとする。 

 

４ 守衛との引継場所は守衛室とし、守衛・警備日誌、鍵、その他業務全般について 

確実に引継ぎを行うものとする。 

 

５ 非常事態の発生又は発生が予測されるときは、その措置を行うとともに、速やか 

に森林管理局長の指定する職員に通報し、その指示により適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

６ 門扉及び庁舎内室等扉の開閉は、次の仕様により行うものとする。 

ただし、森林管理局長の指定する職員から別段の指示があったときは、その指示 

によるものとする。 

 

（１） 正面玄関、東西及び北通用出入口は、午前６時から開鍵し午後８時に閉鍵

   する。 

      ただし、日曜日及び休日及び閉庁日は開鍵しないものとする。 

（２）  各課等は、午前６時の巡回時に開鍵し午後７時の巡回時に閉鍵する。 



     ただし、閉鍵がこれによりがたいときは、以降の巡回時又は適宜巡回して

  閉鍵する。 

  なお、日曜日及び休日及び閉庁日は開鍵しないものとする。 

 

７ 庁舎及び構内の巡回点検には巡回時計を携帯し、巡回確認箇所において打刻する

 ものとする。 

 なお、巡回確認箇所、巡回時間及び巡回経路は、別表１（開庁日）及び別表２（休

日）によることとし、次の点に留意するものとする。 

ただし、森林管理局長の指定する職員から、別段の指示があったときは、その指 

示によるものとする。 

 

（１） 庁舎内全室（共用部含む）の戸締り及び窓の施錠、金庫、机、ロッカー等

   の異常の有無の点検。 

（２） 湯沸場、ストーブ、電気、ガス等異常の有無の点検。 

（３） 不必要な点灯、放水、放置灰皿等の有無の点検。 

（４） 構内の不審車両、不審人物、不審物、異常箇所の有無の点検。 

（５） その他異常の有無の点検。 

 

８ 巡回中に施錠、器具等の破損及び異常を発見したときはその処置を行い、守衛・

 警備日誌に記載して報告するものとする。 

ただし、異常が重大と認めたときは、第５号を準用する。 

 

９ 郵便物等が配達されたときは、書留郵便にあっては書留接受簿に記入のうえ保管 

し、翌朝守衛に引継ぐものとする。 

 

10 外部からの電話については、応答し在庁中の職員のときは取り次ぐものとする。 

 

11 その他警備に付帯する業務について、不明確と認められる業務については森林管 

理局長の指定する職員の指示を受けるものとする。 

 

12 森林管理局長の指定する職員は、経理課長補佐とする。 

 

 

 



別表１ 

巡回確認箇所及び巡回時間（開庁日） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  確 認 箇 所    巡 回 回 数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号    場        所 １ ２ ３ ４ 

 

   

 

 １ 
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 ３ 
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 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

本  館  計  画  課 

      技 術 普 及 課 

      治  山  課 

      研 修 所 

      保 全 課  

      企 画 調 整 課 

      資 源 活 用 課 

            森 林 整 備 課 

            総  務  課 (西 ) 

      総  務  課 (東 ) 

      群馬森林管理署 

            経  理  課 

別  館  大 会 議 室 

            診 療 室 

      地 下 室 

 

  

 

 

 

構  内  周 囲 一 巡 
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午 前 

７ 時 

 

    



別表２ 

巡回確認箇所及び巡回時間（休日） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  確 認 箇 所    巡 回 回 数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号    場        所 １ ２ ３ ４ 

 

   

 

 １ 
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 ３ 
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 ５ 

 ６ 

 ７ 

 ８ 

 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 
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本  館  計  画  課 

      技 術 普 及 課 

      治  山  課 

      研 修 所 

      保 全 課  

      企 画 調 整 課 

      資 源 活 用 課 

            森 林 整 備 課 

            総  務  課 (西 ) 

      総  務  課 (東 ) 

      群馬森林管理署 

            経  理  課 

別  館  大 会 議 室 

            診 療 室 

      地 下 室  
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午 前 

７ 時 

 

    



※　 打刻機の移動は絶対行わないこと。

移動しなければならない場合は、経理課企画係に相談すること。

階 段

階 段

屋上 屋上

階 段 階 段

階 段 階 段

階 段 階 段

↑↑
別館2階へ

階 段 階 段

階段

↑↑

別館１階へ

階 階
段 段

階段

正面玄関

⑪　　　　　　　　

経理課

⑫

治山課

研修室

④

⑤

資源活用課

⑦

総務課

⑩

群馬森林管理署

秘書室

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

更
衣
室

倉
庫

小会議室

湯
沸
場

倉庫

電
話
交
換
機

小会議室

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

技術普及課

②

塔
屋

③

サーバー室

企画調整課

⑥

WC

①

中会議室

更
衣
室

更
衣
室

計画課

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

WC

WC

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

WC

湯
沸
場

エレベーター
機械室

ク
ー

リ
ン
グ

タ
ワ
ー

場

（
屋
外
喫
煙
所

）

印
刷
室

倉庫

小会議室倉庫森林整備部長室

小
会
議
室

倉庫

更
衣
室

休
養
室

署長室

計画保全部長室

庁舎配置図（打刻機位置図） 

本　　　館

屋
上

署　書庫

署会議室
守
衛
室

文書室書庫

倉
庫

更
衣
室

次長室

局長室総務企画部長室小会議室

年
金
相
談

湯
沸
場

保全課

更
衣
室

森林整備課

⑧

WC

空調換気室

倉庫

5
階

4
階

3
階

2
階

1
階

倉庫

倉庫

倉庫

WC
湯
沸
場

⑨

総務課

WC
WC

湯
沸
場

書庫
WC

WC

- 1 -



階段

階段

階段

倉庫

地下へ 階
→ 段

女子
WC

階
屋外喫煙所 段

⑮

階
段

倉庫

2
階

大会議室

⑬

⑭

車　　　　庫

倉　庫　及　び　車　庫

計画課

森林整備課
1
階

ゴミ置場

ポンプ室

分

電

盤

倉庫

書庫

蓄電池設備

別
館
地
下

ボイラー室 書庫

倉庫倉庫

WC

理髪店
（倉庫）

売店

男子
WC

本館１階へ

↓↓

資料室

本館2階へ

↓↓

北側玄関

林野労組

倉庫

倉庫

会議室

保健室 保健室

更衣室

WC

製本室

別　　　館

更衣室

小使室
編纂室

別
館
1
階

湯
沸

宿直室

大会議室　吹抜

別
館
3
階

倉庫

別
館
2
階

倉
庫
・

湯
沸

備品倉庫 倉庫

食堂

倉庫

図書室

映写室
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経理課長

課長補佐 企画係長

主査

令和　　年　　月　　日　　（　　　曜日）　　 （天候　　　　　　　　）

１：引継事項

２：特記事項

守衛・警備日誌

氏　　　　　　　名 氏　　　　　　　名

夜　　　　　　　勤昼　　　　　　　勤



自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

記録紙
添付箇所

火気 戸締まり その他

自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

自　　　時　　　分

～

至　　　時　　　分

備考

夜
勤

巡回時間

巡回時間 その他異常の有無不審物等の有無

昼
勤



＜紙入札の場合の様式＞ 

 

 

入 札 書    

 

 

 

 

物件の名称      関東森林管理局庁舎守衛・夜間警備業務 

 

 

入

札

金

額 

 

 

 

 

  億 

 

 千万 

 

 百万 

 

 十万 

 

  万 

 

  千 

 

  百 

 

  十 

 

  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※金額の頭に￥マークを付けること。 

 

 

 上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記

金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札

心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 

   

 

   

 

 令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長   殿 

 

 

 住 所 

 

 会社名 

 

 代表者氏名                                             

 

 

 

 代理人        

 

 



 

                                               令 和  年  月  日  

 

 

 

 支 出負 担 行 為担 当 官  

  関 東森 林 管 理局 長   殿  

 

 

 

                                      

 

 

                             住  所  

 

                             商号又は名称 

                               代表者役職氏名 

 

 

 

  令和  年  月  日 公 告  

  物 件番 号 １ 号 関 東森 林 管 理局 庁 舎 守衛 ・ 夜 間 警備 業 務   

   

 一 般競 争 入 札 の 参 加 資格 の 下 記 証 明書 類 に つい て 、 別 紙 のと お り提 出 し ま す 。  

  なお 、 記 載 事 項 に関 す る 照 会 に つ い て は 、 下 記担 当 ま で ご 連絡 願い ま す 。  

 

記  

 

①   令 和 ７ ・ ８ ・ ９年 度 全 省庁 統 一 資 格 の審 査 結果 通 知 書 の 写し  

 

②   本 契 約 の 守 衛 及 び 夜 間 警 備 業 務 に 従 事 （ 常 駐 ） さ せ る 守 衛 ・ 警 備 員 の 施 設

警 備 ２級 以 上 の 検 定 資 格 の写 し 又 は実 務 経 験 （ ３年 以 上 ） の 証 明  

 

③ 本 社 、 支 社 又 は 営 業 所 が 群 馬 県 内 に 所 在 す る こ と 及 び 会 社 の 業 務 内 容 が 確

認で き る 書面  

 

 

 

 

 

（ 担 当）  

１ 所 属部 課 名 ：  

２ 役   職 ：  

３ 担 当者 氏 名 ：  

４ 電 話 番 号：  

５ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：  

 

 



作成例 

様式第６号（第４条）                            

              委  任  状 

 

 

 

                                 

              代理人氏名  関東 太郎 

 

 

  上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

                   記 

 

  １ 入札年月日    令和○○年△月□□日 

 

  ２ 件  名     物品の購入 ○号物件 ○○○○ 

 

  ３ 入札に関する一切の件 

 

    令和○○年△月□□日 

 

                 住   所   ○○県△△市□□町１－２－３ 

 

                 商号又は名称  ○△株式会社     

                 代表者氏名   代表取締役 関東 次郎 

 

     支出負担行為担当官 

      関東森林管理局長  殿 

 

 

 

 

 

 

※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して 

も差し支えない。 

入札日を記入 

物件名を記入 

 

全省庁資格確認通知書に記載され

た住所･会社名・代表者役職・氏名

を記入(ゴム印でも可) 

 

委任された日付を記入 

なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要とな

りますので注意してください。 




